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美 里 町 長  上田 泰弘 様 

美 里 町 議 会 議 長  中川 政司 様 

美里町教育委員会委員長  高田 幸也 様 

美里町農業委員会会長  上田 泰弘 様 

 

 

美里町監査委員 遠 山 史 朗 

美里町監査委員 福 田 秀 憲 

 

 

平成２６年度定例監査結果報告について 

地方自治法第１９９条第４項の規定に基づき、定例監査を実施したので、その

結果を同条第９項及び第１０項の規定により、意見を添えて別紙のとおり報告し

ます。 
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監 査 の 期 日 及 び 対 象 

月 日 曜 
午 前 午 後 場    所 

９時～１２時 １時半～４時半 午 前 午 後 

10 

28 火 

健 康 窓 口 課 

建 設 課 砥 用 庁 舎 庁 議 室 
水 道 衛 生 課 

（ 下 水 道 係 ） 

29 水 
社 会 福 祉 協 議 会 
（指定管理者施設含） 

福 祉 課 
老 人 福 祉 

セ ン タ ー 

砥 用 庁 舎 

庁 議 室 

11 

４ 火 

砥 用 小 学 校 

企 画 情 報 課 

砥用小学校 
砥 用 庁 舎 

庁 議 室 
砥 用 中 学 校 砥用中学校 

５ 水 
美里ＮＰＯ 

ホールディングス 

（指定管理者施設含） 

林 務 観 光 課 
Ｂ＆Ｇ海洋 

セ ン タ ー 

砥 用 庁 舎 

庁 議 室 

７ 金 

水 道 衛 生 課 

（ 上 水 道 係 ） 
励 徳 小 学 校 

水道衛生課 

励 徳 小 学 校 

東 部 出 張 所 東部出張所 

10 月 
経 済 課 

（農業委員会） 
住 民 課 

中 央 庁 舎 ２ 階 

執 行 部 控 室 

11 火 

教 育 課 

（社会教育・体育係） 
中 央 中 学 校 

中央公民館 

中 央 中 学 校 

中 央 小 学 校 中央小学校 

12 水 

会 計 課 

税 務 課 
中 央 庁 舎 ２ 階 

執 行 部 控 室 
議 会 事 務 局 

13 木 
教 育 課 

（ 学 校 教 育 係 ） 
総 務 課 

中 央 庁 舎 ２ 階 

執 行 部 控 室 

14 金 各 種 公 共 施 設 等 現 地 調 査 

山出取水設備 

婦人の家 

柏川キャンプ場 

雄亀滝橋 

佐俣の湯取水所 

萱野地区堤 

公民館西分館 



 

３ 

第１．監 査 総 括  

定例監査を実施するに当たっては、各課等から事前に提出された監査

資料に基づき、事業内容及び事業推進上の課題等について聴取し、次の

点に主眼をおいて行った。 

１） 町の財務に関する事務が関係法令等に準拠し適正か。 

２） 町の経営に係る事業の管理が合理的かつ効率的か。 

３） 財産の管理は適正に行われているか。 

４） 町の事務事業の執行に係る工事について、当該工事の設計、施工

状況等が適正か。 

当日は、担当課長及び担当係長に出席を求め、諸帳簿及び証書類の整

理記帳は完全か、財産の管理はどうか等、指摘すべきは指摘して、改善

を要する点については適切な処理を講ずるよう指示したところである。  

事務処理等は、概ね適正に処理されていることが認められた。 

また、昨年の指摘事項の措置状況は文書で報告を求め確認したところ、

概ね適正に処理され改善されていたが、一部においては現在もなお改善

中のものもあり、スピード感を持って対応するよう指示したところであ

る。 

監査結果については各項目のとおり報告する。 

 

 

第２． 各項目について 

１  予 算 の 執 行  

財政を取り巻く環境は、普通交付税の合併算定替えの減額が平成

２７年度から始まる事もあり、今後も厳しい状況が続くと思われる。

この状況を全ての職員が正しく認識し、事業の重要度、優先度を見

極め、事務・事業の遂行に努力することが大切である。 

事務処理上改善及び検討を要する点については、その都度指示し

てきたところであるが、予算の適正な執行と事務の合理化、効率化

に更に努力されたい。 

 

２  収 入 事 務  

調定事務・徴収事務・現金取扱事務については、適正に処理され



 

４ 

ている。しかし、近年の経済状況から長期間・高額の滞納者につい

ては、その解消に多大な労力を要するものと推察されるので、法令

に則った手続を進め、収納率の向上に努力されたい。 

平成２１年度から、合同捜索や公売会を行うなど収納対策に努力

され、差し押さえの実行による効果も大きく評価されるところであ

るが、延滞者には重複した債務を持つ者も少なくないと思われるの

で、各課横断（各種税金・保育料・各種使用料等）した「債権収納

対策機構」を早急に立ち上げ、徴収に努力されたい。 

納税者の意識高揚のためにも課員のなお一層の奮起を望む。 

 

３  町 税  

台帳・帳簿・証拠書類は整備され、記帳は適正に処理されている。 

所得はあらゆる面に影響を及ぼしてくるため、個人の所得調査に

は万全を期す努力を求めるとともに、極力未申告者の一掃に努め、

公平な課税・徴収に努められたい。 

 

４  起 債 及 び 一 時 借 入  

起債の目的・資金種別・時期・限度額・方法・借入先、利率及び

償還の方法等は適切である。 

今年度も、起債発行が限度額の範囲内で収められたことは評価で

きる。 

今後も、事業の精査を行い行財政改革大綱に沿った起債発行額の

抑制に努め、起債の中でも有利なものを選び、効率的な財政運営に

当たられたい。 

 

５  支 出 事 務  

財務会計システムにより、計算相違は無く関係簿冊及び証書類は

正確に整備されている。 

補助事業に伴う事務費については、適切に支出されており、不都

合な点は見受けられなかった。 

 

６  現 金 及 び 有 価 証 券 等 の 保 管  

現金（資金）については、保管体制とその責任の所在が確立され



 

５ 

ており、かつ毎月末の預金現在高証明を取り、照合確認されている

のは当を得ており、良好である。 

有価証券及び出資による権利証券は、会計課で確実に保管されて

いる。また、現在預金の効率運用の取り組みを模索されているが、

今後も十分検討され早期実現に向けた取り組みを望む。 

 

７  契 約 事 務  

契約事務については、法令及び条例等に則して処理され、適正な

契約がなされているが、入札後の契約内容の変更が多々見受けられ

た。担当課の配慮を望む。 

 

８  工 事 関 係 事 務  

設計伺から竣工検査に至るまでの関係書類はよく整備されてい

る。 

諸工事については、適切な指導監督により成果が得られているが、

関係課においては定期的に現場に出向き、工事の進捗状況確認と、

工期内の工事完了に努められたい。 

なお、管理職においては円滑な工事の実施、及び現場の士気向上

の面からも、工事の大小に関わらず、今後も随時現場に出向き状況

把握に努められたい。 

 

９  財 産 管 理 事 務  

備品台帳・公有財産は総務課行革管財係で管理されているが、一

部の課において台帳と現物の照合が出来ないものが見受けられた

ため、早急に整備される事を望む。 

また、教育課においては「美里町立学校備品管理規程」を年内に

は確定し、各学校へ提示する予定であるため、校長会及び学校事務

職と協力し、規定に基づく備品の整備に努められたい。 

平成２３年度から学校の施設整備が始まり、町内全ての学校整備

が進んだことは評価できるが、プール及び付帯施設・設備等は老朽

化が進んでおり、早急な対応が望まれる。 

また、依然として町内の公共施設の老朽化も進んでいるため、利

用状況や安全性を重視され「存続・解体」と両面での検討が必要と



 

６ 

思われる。必要と判断された施設においては、計画的に対応される

ことを望む。 

平成１５年度の法改正により導入された指定管理者制度は、多様

化する住民ニーズに、より効果的かつ効率的に対応するため、公の

施設の管理に民間の能力やノウハウを幅広く活用しつつ、住民サー

ビスの向上を図るとともに、経費の節減等を図ることを目的とする

ものである。指定管理導入の目的を認識し、町の貴重な財源を有効

に活用する努力を望む。 

指定管理者の監査においては不当な支出は見受けられなかった

が、指定管理施設の各担当課においては、貸与備品について、備品

シールの漏れ・台帳整理・現物の状態把握に努め、定期的に適切な

指導を望む。 

 

 

第３． 結 語 

今回の監査も前年同様、指導に重点をおき審査したものであり、

項目ごとに記述したほか書類審査及び現地調査の時点において、そ

れぞれ指摘してあるので速やかに実行に移していただきたい。 

合併して１０年を迎える中、今後も財務の硬直化は進むことが予

想される。現在、第２次行財政改革に取組まれているが、少ない財

源でより計画的かつ効率的な財政運営が求められるため、町民が何

を求め、何を期待しているのかを常に把握し、町民の負託に応える

義務がある。 

最小の経費で最大の効果をあげるべく、なお一層努力されること

を望んで結語とする。 

 

 

 

 

 


